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子育て応援します！

援助会員･両方会員の皆様には、子どもたちと安全にかかわるために、
消防署が実施する認定証発行の救命講習受講を推奨しています。
「普通救命講習」は、消防署での個別受講をお願いしています。

各消防署に直接お申込みいただき、認定証が発行されましたら、
「子育てサポート」に受講日と認定証番号をお知らせください。

詳細は、各消防署のホームページをご確認ください。

志村消防署 板橋消防署

普通救命講習について

消防署員による乳幼児の心肺蘇生法や、AEDの仕組みと使い方を学びます。
いざという時に、慌てない対処法を身につけましょう。



援助会員・両方会員のみなさま

板橋区ファミリー・サポート・センターでは、毎年、ご登録中の援助会員・両方会員
のみなさまに、次年度の活動意向確認を行っています。
1月～2月にお手続きの手紙を郵送しますので、同封の案内に従ってお手続きを
お願いいたします。

＜ 令和7年度の活動継続意向確認について ＞

令和7年度

引き続き、ファミリーサポートの援助活動
へのご協力をよろしくお願いいたします！

一時的にお子さんの養育が困難になり、他に養育できる方がいないときに、
区からの依頼を受けて自宅においてお子様をお預かりする事業です。

子どもショートステイ事業
協力家庭募集！

◎ 生後43日～18歳未満のお子さんを
宿泊あるいは日帰り(4～10時間)で預かり、
食事の提供や身の回りの世話を行います。

◎ 区内在住の25歳以上70歳未満の方で
18歳以上の同居親族のいる方がご登録できます。

【 報 酬 】
宿 泊：1泊24時間 10,000円
日帰り：4時間以上10時間以内 ９,000円

詳しくは板橋区ホームページをご確認ください。



援助会員 ステップアップ講座

講 座 名 日 程 時 間

リスクマネジメント研修 12月16日(月) 10：00～11:30

会場：板橋区子ども家庭総合支援センター

ファミリー・サポート・センターでは援助会員のみなさまに向けて様々な講座を
開催しています。ぜひご参加ください！

＊ 事前予約制＊

お問合せ・ご予約は「子育てサポート」までお電話ください。

【電 話】 ０３－５９４４－２３８１
【受付時間】 ９：００～１７：００（土日・祝日・年末年始を除く）

2024年10月末現在

高島平地区 赤塚地区 志村地区 板橋地区 上板橋地区 合計

利用会員 1,649 2,148 1,844 1,919 1,443 9,003

援助会員 28 43 30 42 25 168

両方会員 0 2 2 0 1 5

9162

ファミリーサポートでは、援助を受けることと行うことの両方を希望する場合には、

両方会員になることができます。 必要に応じ、援助会員と利用会員のどちらかの会員として
活動します。

「平日は仕事の関係で子どもを預けたい。 休日は余裕もある分子どもも預かりたい。」という
ような方も両方会員として登録してみませんか？

両方会員募集援助会員も 利用会員も



◎ ご自身のできる範囲でのお手伝いをお願いしています。

【住 所】 〒173-0001 板橋区本町24-17
【電 話】 ０３－５９４４－２３８１
【受付時間】 ９：００～１７：００（土日・祝日・年末年始を除く）

板橋区子ども家庭総合支援センター
「子育てサポート」

＊ 事前予約制 ＊

利用会員 説明会

板橋区に住所を有する、出生から小学校6年生までのお子様を養育し、
育児援助を希望する方が対象です。（出生の届けが完了後に登録可能です）

会場：板橋区子ども家庭総合支援センター

＊ 事前予約制 ＊ ＊窓口申請・郵送申請・電子申請も可能です。
詳しくは板橋区ホームページをご覧ください。

・本人確認の身分証明書
・筆記用具

◎ 活動を希望する場合、まずは会員登録が必要です！

ファミリーサポートは、保護者の代わりに短時間の保育や送迎を行う
区民の子育て援助活動で板橋区が支援しています。

持ち物

会場：板橋区子ども家庭総合支援センター

日 程 時 間

12月11日（水） 13：30～14：30

利用会員募集

援助会員募集

板橋区にお住まいで、心身ともに健康な方であれば特別な資格は必要ありません。
講座を受講頂いた上で、活動をお願いします。

援助会員 説明会＆養成研修

日 程 時 間

12月１７日（火） 10：00～16:00

1月21日(火) 10：00～16:00

2月3日(月) 10：00～16:00

3月25日(火) 10：00～16:00

【援助会員になるためには？】

・板橋区在住で本事業に理解のある方
・20歳以上70歳未満の方
・心身ともに健康で適切な援助活動ができる方
・援助会員養成講座を受講した方

【以下の方は、養成講座の受講が免除となります】
・医師・保健師・助産師・看護師・保育士・幼稚園教諭の資格を
有する方
・東京都または板橋区が実施する「子育て支援員養成講座」を
修了した方


